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出産・育児のお休みともらえるお金 1613

株式会社 サンライフ企画
〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-1-15
TEL 03-5821-1005　　　https://www.sunlife.net/

03-5821-1082FAX

下記申込書をコピーの上、FAXにてお申込みください。

お問い合わせは、担当 ： 営業部 室谷・牛込まで

　2022年4月から、本人または配偶者の妊娠・出産を申し
出た労働者に対して、育児休業制度などについて周知する
ことが事業主に義務付けられました。また、制度に関する研
修を実施するなど、育児休業を取得しやすい雇用環境を整
備することも義務付けられています。
　本書では、周知が必要な育児休業制度や育児休業給付
などの他、妊娠・出産時の休業・給付金についても取り上
げ、出産・育児の休業制度と給付金が一通り理解できる内
容となっています。2022年10月からの育児休業制度改正
にも対応しています。
　従業員の方への周知や研修に、ぜひご活用ください。

岐阜県社会保険協会会員特別価格にてご購入いただけます。
別途送料がかかります。

出産・育児の
お休みともらえるお金

仕様■ B5判／16頁／オール4色刷り
1613

※�個人情報の取り扱いについて・・・商品のお申込みに際してお預かりした個人情報は、JISQ15001に準拠した弊社規定に基づき適切・安全に取り扱い、商品の配
送・請求及びご入金の確認、また新刊本などのご案内・DMに利用させていただきます。

＊通常、1～2週間で納品可能です。お急ぎの際はご相談ください（在庫部数によりご希望に添えない場合がございます）。

お休みお休みと

もらえるお金もらえるお金

出産・育児  の

ママ・パパともに
仕事・育児を
両立！

制度を
よく知って
有効活用
しよう！

2022年10月の

改正に対応
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産休・育休中の税金はどうなる？　　　　　　　  

コラム

出産育児一時金（健康保険）
P5

出産時に出産費用として給付
【金額】1児につき42万円�

高額療養費（健康保険）
P6

帝王切開や切迫流産など
で医療費が高額になった
ときに給付

傷病手当金（健康保険）
P6

病気やトラブルで仕事を休
んだときに給付

※産科医療補償制度未加入の
　医療機関等では40.8万円

出産手当金（健康保険） P4
【期間】出産前42日・出産後56日
【金額】給料のおよそ3分の2

1歳8ヵ月2ヵ月出産日 2歳1歳6ヵ月

産前産後休業（労働基準法） P4
【期間】出産前6週間・出産後8週間

パパ休暇
産後8週間以内に育児
休業を取得すると、2回
目を取得可能

産後パパ育休
産後8週間以内に4
週間まで、2回まで
分割して取得可能

育児休業給付（雇用保険） P11
【期間】子が1歳になるまでの期間（最長2歳まで延長可）
【金額】6ヵ月間は給料のおよそ67%・6ヵ月経過後は50%

3歳未満の子を養育する期間中の報酬が、養育を始める前の報酬より下がった場合、将来の年金額を計算する際
に、その期間は養育を始める前の高い報酬（標準報酬月額）により計算される。

産前産後休業、育児休業等の終了後、育児等を理由に報酬が低下した場合、
休業終了後の報酬に即した標準報酬月額に改定することができる。

3歳未満の子を養育する期間の年金額計算の特例（厚生年金） P15

育児休業給付（雇用保険） P11
【期間】子が1歳になるまでの期間（最長2歳まで延長可）
【金額】6ヵ月間は給料のおよそ67%・6ヵ月経過後は50%

●産前産後休業、育児休業等の期間中は、社会保険料（健康保険料・厚生年金保険料）が免除される。
●保険料が免除されても、健康保険の給付は通常通り受けられ、年金は免除された期間分も将来反映される。産休・育休中の社会保険料免除（健康保険・厚生年金） P14

産休・育休終了後の標準報酬月額改定の特例（健康保険・厚生年金） P15

マ
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育児休業（育児・介護休業法） P7
【期間】子が1歳になるまでの期間（最長2歳まで延長可）
★2022年10月～�分割して2回取得可能に

育児休業（育児・介護休業法） P7
【期間】子が1歳になるまでの期間（最長2歳まで延長可）
★2022年10月～�分割して2回取得可能に

★2022年10月～
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出産・育児のお休みはママとパパでしくみが少し違い、もらえるお金も種類によって請求先が違うなど
複雑です。よく理解して、制度を有効活用しましょう。
●�ママは、出産前後に産前産後休業を取得でき、その間、出産手当金が支給されます。育児休業中は、育児休
業給付が支給されます。
●出産時は、出産費用として出産育児一時金が支給されます。
●パパは、ママの出産日から育児休業を取得でき、その間、育児休業給付が支給されます。
●�病気やトラブルで医療費が高額になったときは高額療養費が、仕事を休んだときには傷病手当金が支給され
ます。
●産休・育休中は社会保険料が免除されます。その他にも社会保険の特例があります。

のお休みともらえるお金  一覧出産 育児・

出産・育児の
社会保険の特例

2 3

★2022年10月～�開始日が柔軟化

★2022年10月～�開始日が柔軟化

※保育所に預けられない等の理由がある場合

※保育所に預けられない等の理由がある場合

産前産後休業中、育児休業期間中は、毎月の給与・賞与ともに社会保険料（健康保険料・厚生年金保険
料）が免除されます。

産休・育休期間中の社会保険料免除
産休・育休終了後に育児等を理由に報酬が低くなった場合、健康保険料・厚生年金保険料を計算する基
礎となる標準報酬月額＊を改定することができます。

産休・育休終了後の標準報酬月額改定の特例

3歳未満の子を育てている方の標準報酬月額＊が育児等を理由に低下した場合、将来の年金額は低下
する前の標準報酬月額をもとに計算される特例があります。

3歳未満の子を養育する期間の年金額計算の特例

・�産前産後休業期間中と育児休業等期間中（ただし、子が3歳に達するまで）
・産休・育休ともに、休業開始日の属する月から、休業終了日の翌日の属する月の前月まで。

・�毎月の給与や賞与からの保険料が、被保険者本人負担分、事業主負担分の両方免除されます。
・�免除を受けても、健康保険の給付は通常通り受けられます。また、免除された期間分も将来の
年金額に反映されます。

もらえる期間

もらえる期間

免除される期間

免除される保険料

事業主が年金事務所や健保組合に「産前産後休業取得者申出書」または「育児休業等取得者申出書」を提出して手続
きします。

手 続 き

・�その月の末日が育児休業期間中である場合に保険料が免除されますが、これに加えて、同一月内で
育児休業を取得（開始・終了）し、その日数が14日以上の場合も保険料が免除されるようになります。
・�賞与にかかる保険料の免除は、賞与月の末日を含んだ連続した1ヵ月を超える育児休業を取得した
場合のみに免除されるようになります。

●�産休・育休中で給与収入がない場合は、所得税は発生せず、納める必要はありません。出産手当
金や出産育児一時金、育児休業給付などの給付金は非課税です。

●�住民税は前年の所得に基づいて算出されるため、産休・育休中で無収入でも前年に所得がある
場合は住民税を納める必要があります。住民税は給与から天引きされ会社が納めていることが多
いですが、給与が支払われなくなるため、納付方法にはいくつかパターンがあります。引き続き会
社が住民税を納めて会社に支払う、または、市区町村から送付される納付書で金融機関・コンビ
ニ等で自分で支払うなどの方法がありますので、会社に確認しましょう。

2022年10月からの変更点

産休・育休中の税金はどうなる？

制度の概要

・�産休・育休等を終了した後、育児等を理由に報酬が低下した場合、休業前の標準報酬月額のまま
だと、実際に受け取る報酬と標準報酬月額がかけ離れてしまう場合があります。
・�このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、標準報酬月額を改定することがで
きます。

制度の概要

3歳未満の子を養育する方の養育期間中の標準
報酬月額が、養育を始めた月の前月の標準報酬
月額より低下した場合、その期間は、将来年金額
を計算する際に、低下する前（養育を始めた月の
前月）の標準報酬月額により計算されます。

❶休業前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じること。
❷�休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月のうち、少なくとも1月における「報酬の支払の基礎と
なる日数」が17日以上であること。

休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間の報酬月額の平均額により、4ヵ月目から改定され
ます。

改定方法

もらえる期間改定の条件

事業主が年金事務所や健保組合に「産前産後休業終了時報酬月額変更届」または「育児休業等終了時報酬月額変更
届」を提出して手続きします。

手 続 き

事業主を通して年金事務所に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。

手 続 き

養育を始めた月の
前月の標準報酬月額

養育期間（子が3歳に達するまで）

標準報酬月額が低下した場合、
養育開始前の標準報酬月額で
年金を計算

育児休業開始日が2月4日、育児休業終了日が11月30日の場合【前提】

育児休業開始日の属する月（2月）から
育児休業終了日の翌日（12月1日）の
属する月の前月（11月）まで免除される

保険料免除期間

育児休業終了日
11／30

▲
育児休業開始日

2／4

▲

育児休業期間中の社会保険料免除の例

＊�標準報酬月額とは、毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもの。健康保険の保険料や給付の計算に用
いる。

14 15

定価
260円
（＋税）

特別価格
200円
（＋税）

● お申込み期限 ● 

令和6年1月31日

岐阜県
社会保険協会から

＊

社内研修の資料として、従業員や家族への配布用としてお役立てください

社会保険の
出産 育児 に関する図書のご紹介・


